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�愛媛県告示第７７６号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第

１２条第５項の規定に基づき、宇和島港港湾施設の概要を次のとおり

公示する。

令和４年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７７５号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

令和４年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（南予地方局農林水産振興部八幡浜支局水産課管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

八幡浜市北浜一丁目６－３１

辻 憲

八幡浜市向灘４１０

松 本 嘉 晃

八幡浜市向灘８３５

込 山 龍 之
八 幡 浜 八幡浜漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

令和４年７月１９日から８月２日まで

� 縦覧場所

南予地方局農林水産振興部八幡浜支局水産課

�愛媛県告示第７７７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和４年７月１９日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

発 行 愛 媛 県
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種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

緑 地 宇和島市大浦甲２０８番１４７ 面積 ２３，９２１平方メートル

その他施設

（トイレ）
同 上 面積 ３５．４平方メートル

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

４中局建（開）第１３号

令和４年７月８日
伊予市米湊字山本２２５番

松山市南斎院町９４６番地１

有限会社ワカバ開発

毎週（火・金）曜日発行 第３２５号 令和４年７月１９日

令和４年７月１９日火曜日 第３２５号
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�愛媛県告示第７７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和４年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条�万線

上浮穴郡�万高原町菅生２番耕地１５３５番４から

同町菅生２番耕地１４４６番２まで
旧 ９．７～１４．７ ０．２０３

上浮穴郡�万高原町菅生２番耕地１５３５番６から

同町菅生２番耕地１４４６番５まで
新 １１．５～１６．７ ０．２０３

令和４年７月１９日 発行


